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データガバナンス委員会 第1回実施概要紹介 

○第１回 

■日時 ： 2013年12月19日(木) 10：00～12：00 

■内容 

▶ １．データガバナンス委員会における2013年度の実施内容について 

▶ ２．府省ホームページの利用ルールの見直し案について 
利用ルールの見直し案に関する議論 

 

○第２回 

■日時 ： 2014年2月12日(水) 10：00～12：00 

■内容 

▶ １．府省ホームページの利用ルールの見直し案に係る、電子行政オープンデータ実務
者会議での検討状況について 

▶ ２．利用ルールガイド案の構成、盛り込むべき要素等について 
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１．本年度実施内容 

■各府省ホームページ利用ルールの見直し案の検討 （～1月上旬） 

▶ 内閣官房IT総合戦略室より、各府省のホームページに適用する利用ルールのひな形（
案）の作成依頼を受領 

※各府省ホームページ利用ルールの見直しは、電子行政オープンデータ戦略の今年度
の成果としてスケジューリングされている（次ページ参照） 

▶ それを踏まえて、以下の観点から検討 
昨年は情報通信白書のように特定のコンテンツを対象に検討したが、今年度はより一般的なものとし
て各府省のホームページに対する利用ルール案を検討 

免責事項の記載方法についてもあわせて検討 

注意すべき個別法がある場合の記載方法についてもあわせて検討 

▶ 作成した利用ルールの見直し案を電子行政オープンデータ実務者会議にインプット   
（※2014.1.17実施済み） 

■利用ルールガイドに関する検討 （1月中旬～3月） 

▶ 不安要因、課題の洗い出しと解消策の検討 
関係府省にヒアリングを実施 

課題を整理して解決策について検討 

▶ データ公開主体・データ利用者に向けた解説・FAQの作成 
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※利用ルールガイドは、現在、位置づけ、構成、盛り込むべき要素等を整理中。 
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１．本年度実施内容（参考） 
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データカタログ（ポータルサイト）の整備・運用

電子行政オープンデータ推進のためのロードマップ（工程表）
平成25年度下期 平成26年度

地方公共団体のデータの公開に関する考え方の整理・提示

平成25年度上期

機械判読に
適したデータ
形式での公開
の拡大

平成27年度以降

統計情報データベース以外のデータも、今後インターネットを通じて公開する
データについて、機械判読に適した構造・データ形式でも公開 （重点分野
（白書、防災・減災情報、地理空間情報、人の移動に関する情報、予算・決算・
調達情報）から優先的に取り組む。）
併せて当該データのURLリストの公開も行う。APIの整備も考慮。

普及・啓発、
評価

実務者会議の検討を踏まえ、各府省ホームページにおけ
る利用ルールの見直し（二次利用を認めるのを原則とし、
制限のあるコンテンツは個別に表示）

その他のルールについて、考え方の整理に基づく対応

可能な部分からより高度なデータ形式での公開を順次拡大

独立行政法人、地方公共団体等への周知・普及（有効事例の創出・普及
を含む。）

全府省

実務者会議の検討を踏まえ、英語表記のコンテンツの充実

データカタログ
（ポータルサイト）

の整備

新規にインターネットを通じて公開するコストが低いデータや利用者のニーズ（要望）の強いデータについて、
公開できないもの・二次利用が認められないものを除き、公開を拡大

実証事業等によるデータカタログに求められる機能等の検討・検証 内閣官房、総務省、経済産業省

実務者会議
取組の実施に当たって必要な事項の検討・整理

レビュー、フォローアップを踏まえた必要な取組の検討・整理

二次利用を
促進する利用
ルールの整備

公開データ
の拡大

全府省

全府省 全府省

内閣官房、全府省

全府省

全府省

内閣官房、関係府省内閣官房、関係府省

内閣官房、関係府省

内閣官房、関係府省

ニーズの発掘・喚起、新たなサービス・ビジネスの創出等のための普及行事の開催・参加等の利活用の支援 内閣官房、全府省

コードの公開の促進、コードの対応関係の整理等の活用促進 全府省

有用な情報を紹介するサイト（リンク集等）の構築 内閣官房、関係府省

実務者会議の検討を踏まえ、重点分野について、公開するデータの拡大

関係府省

参考資料１－１

実務者会議の検討を踏まえ、取組の費用・効果の把握、評価を実施
レビュー、フォローアップを踏まえた必要な取組内容の見直し 内閣官房、全府省

ニーズ・意見を把握し、取組に反映させる仕組みの構築 内閣官房、全府省

連係

統計情報データベースを通じた情報提供を含む統計情報の電子的提供の推進 最適化計画（改定）に基づく取組の推進
関係府省

重点分野以外のデータについて、機械判読に適した構造・データ形式での公開
を拡大 全府省

地理情報を活用した統計データの拡充、統計データの機械アクセス性等の利便性の向上 総務省、関係府省

組織によって異なる用語やその定義の標準化、ツール等の整備 内閣官房、総務省、経済産業省

関係府省

試行データカタログ（ポータルサイト）による公開
内閣官房、全府省

他の先進国と同水準のオープンデータの公開と利用を実現

平成27年度末

吸収
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２．府省ホームページの利用ルールの見直し案の議論 

■各府省ホームページ利用ルールの見直し案 

▶ 利用ルールは、サイトのコンテンツに関する利用ルールと、サイトそのものの利用ル
ールの2つに分けて作成する。本資料で対象とするのは、サイトのコンテンツに関す
る利用ルールのみとする。 

▶ 利用ルール案は、全府省共通の部分と各府省において作成する部分に分けて、利用者
が各府省のコンテンツの利用ルールを一括して理解できるようにするとともに、各府
省の所管する法律等による利用制限についての記載などもできるようにする。 

▶ 利用ルールはCC-BYと互換性があるものとして作成し、府省が望まない利用方法など
を注意喚起として記載している。 

▶ 各府省の作成する部分は、個別法（例：測量法、気象業務法、水路業務法など）によ
り、一部の情報を利用する際に条件がある場合や、出典の表記方法などを記載する。
利用に制約のある情報や利用の条件などを具体的にわかりやすく掲載することで、情
報を二次利用する人の負担を軽減し、不用意に法律違反を犯すことを防ぐ。 

▶ 各府省のコンテンツで、個別法令に根拠がない利用制約を課して、別の利用ルールを
設けることも可能にする。ただしその場合、その具体的かつ合理的な根拠を明確に説
明することを各府省に求める。 
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府省ホームページの利用ルールの見直し案に係る現在の検討状況 

■現在、電子行政オープンデータ実務者会議 で検討中 

▶ 2014年1月17日開催の電子行政オープンデータ実務者会議に、データガバナンス委
員会で検討した利用ルール見直し案を提出 

（※補足資料2-1参照：オープンデータに対応した各府省ホームページ利用ルールの見直し案） 

▶ 現在は本案をもとに、各省への照会が実施されている 

▶ 各省からの意見を受けて電子行政オープンデータ実務者会議で検討を行い、本年度
中に確定予定 
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（参考）利用ルールガイド案 

■行政職員向けの利用ルール案の解説・FAQ （目次案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▶ 最終的には、技術委員会で検討する技術ガイドと一体化する。 
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項目 解説書への記載事項 

1. はじめに 
・解説書の位置づけ 
・解説書の内容の概要 

2. 利用ルール案紹介 ・利用ルール案の掲載 

3. 利用ルール案解説 
・利用ルール案の各項についての解説 
 －利用ルール案の各項の意味、位置づけ、法的な解釈等 

4. 利用ルール案に 
   関するFAQ 

・各府省の主な懸念点と、利用ルール案における対応 
・想定されるケースと対応方法 
・委員会での議論で指摘された課題についての解説 等 

5. 円滑に公開する 
  ための留意点 

例： 
・外部委託する際に契約書に盛り込むべき事項 
・第三者に権利があるコンテンツの許諾取得方法 
・第三者に権利がある場合の表記方法        等 

※現在、位置づけ、構成、盛り込むべき要素等を整理中。 
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